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常磐線全線運転再開時の形式的な教育・訓練によって発生した不安・不満を 

解消し、本来の目的達成に向けた教育・訓練の充実を求める申し入れ 

 

 

２０１１年３月１１日１４時４６分に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事

故から９年が経過しました。この間、段階的な区間開通を実施し、２０２０年３月１４日に

最後の不通区間であった「常磐線富岡駅～浪江駅間の運転再開」により常磐線は全線開通と

なりました。 

この全線開通により、ＪＲが交通公共機関としての役割である地域住民の方々に対する移

動手段のひとつとして確保・拡大され、被災地域の復興と更なる地域住民の帰還が期待され

ます。 

しかし、一方で福島第一原発事故に伴う帰還困難区域の内、双葉町・大熊町・富岡町の特

定復興再生拠点区域内にある一部地域が２０２０年１月１７日の先行解除を受けての全線運

転再開であり、３町の大部分は未だに帰還困難区域に指定されておりＪＲ用地外は未だに高

線量区間が多数存在している現実があります。 

全線開通を伴った２０２０年３月ダイヤ改正から３ヶ月が経過しましたが、今なお組合員

からは、運転再開区間の乗務や周辺区域での作業に対する被ばくや放射線量への不安、そし

て「列車が長時間停車した場合」、「避難経路や避難箇所」、「列車から救済バスまでの誘導」、

「小動物と衝突した場合の対応や処理方法」「線路内及び架線等での支障物対応」など、「富

岡駅～浪江駅間」での異常時取扱いに対する不安の声が系統問わず多く発せられています。 

このような声の原因は、運転再開前の教育・訓練や周知が不十分であった結果であり、現

場で働く組合員・社員が日々の業務を安全かつ安心して担うためにも、必要な教育・訓練を

改めて実施しなければならないと考えます。 

さらに、発生が予測できない異常時のお客さまの避難・誘導には、迅速かつ的確な状況判

断が求められることから安全の確保を大前提に、組合員・社員の不安解消に向けた再教育・

訓練の早期実施を求め、下記のとおり申し入れますので、会社の誠意ある回答を求めます。 

 

記 

 

１．常磐線全線運転再開に向けて実施した教育・訓練内容について系統毎に明らかにすること。



また、現状を把握し不安解消に向けた教育・訓練を直ちに実施すること。 

 

 

以  上 


